
第六次大泉町障害者基本計画

令和３年３月

大　泉　町



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 
 

住 み慣 れたこの大 泉 町 で、障 害 の有 無 にかかわ

らず誰 もが安 心 して、いきいきと自 立 した生 活 を送

ることは、町 民 全 体 の願 いでございます。この願 い

の実 現 に向 け、本 町 では平 成 28 年 3 月 に策 定 し

た「 第 五 次 大 泉 町 障 害 者 基 本 計 画 」 に基 づき、関

連 する各 種 計 画 との整 合 を図 りながら、様 々な施

策 を推 進 してまいりました。 

国 の障 害 者 制 度 は、「 障 害 者 の日 常 生 活 及 び社 会 生 活 を総 合 的 に支 援 す

るための法 律 （ 障 害 者 総 合 支 援 法 ） 」 や「 児 童 福 祉 法 」 の改 正 等 が行 われ、障

害 があっても地 域 の一 員 として安 心 して暮 らせる社 会 の実 現 に向 けて整 備

が進 められています。しかし、その一 方 で、障 害 のある人 自 身 の高 齢 化 や障 害

の重 度 ・ 重 複 化 、ご家 族 の高 齢 化 、また新 型 コロĵウイルス感 染 症 への対 応

など、障 害 福 祉 が直 面 している課 題 は複 雑 化 ・ 多 様 化 しております。 

このような状 況 の中 、本 町 では、「 第 六 次 大 泉 町 障 害 者 基 本 計 画 」 を策 定

いたしました。本 計 画 では、前 計 画 の基 本 理 念 である「 支 えあい ともに暮 ら

そう 私 のまち おおいずみ」 を継 承 しながら、共 生 社 会 の実 現 をめざし、障 害

のある人 のライフステージに対 応 した総 合 的 かつ計 画 的 な支 援 についての施

策 を掲 げております。また、「 あらゆる差 別 の撤 廃 をめざす人 権 擁 護 条 例 」 に

基 づき、誰 一 人 として傷 つかない、傷 つけない、そして誰 もが生 きがいをもっ

て生 活 できるまちづくりを推 進 する中 で、障 害 のある人 でも安 心 して暮 らせ

るよう、この新 たな計 画 と併 せて、町 民 の皆 様 と協 働 して障 害 福 祉 施 策 のよ

り一 層 の充 実 に取 り組 む所 存 でございますので、今 後 ともご理 解 ご協 力 を賜

りますようお願 い申 し上 げます。 

結 びに、本 計 画 の策 定 にあたり、熱 心 な議 論 を重 ね貴 重 なご意 見 をいただ

きました大 泉 町 障 害 者 基 本 計 画 等 策 定 委 員 会 委 員 の皆 様 をはじめ、アンケ

ート調 査 や団 体 ヒアリング、また、パブリックコメントにご意 見 をいただきまし

た多 くの皆 様 、関 係 者 皆 様 に心 から感 謝 申 し上 げます。 

 

令 和 3 年 3 月                  
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障害の表記について 

 現在、全国的な傾向として「障害」の害の字をひらがなに改め、「障がい」と表記する

自治体が多くなっています。本町では、法律において「障害」の表記がなされている

ため、原則としてすべての文章で「障害」の表記をしています。 

 

 


